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【資料１】 
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第１回（平成 27 年 2月 10 日） 

・県毎の啓開計画策定では他県の情報が不明である。 

・指示系統をどうするかが問題点である。 

・高知道を優先的に啓開を進めるべき。 

・建設業者の数も減ってきている中で、どのように 

進めるのかも議論が必要。 

・遺体、貴重品が発見された場合の取扱いが必要。 

・土砂の処理についての取扱いが必要。 

・関係機関が所有するヘリの調整が必要。 
 

 
第２回（平成 27 年 6月 4 日） 

・県境の啓開方法の調整が必要。 

・本四３ルート、４高速道路が残ることが重要で 

あり、代替ルートについても考えておくことが 

必要。 

・建設業者の確保が課題。 

・中山間地域の啓開方法が課題。 

・建設業者への指揮命令系統の統一化が必要。 

 

 


